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○
総
務
省
令
第
十
五
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
異
常
ふ
く
そ
う
対
策
等
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
（
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
多
数
の
移
動
端
末
設
備
が
同
時
に
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
す
る
場
合
等
に
生
じ
る
ト
ラ

ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
の
発
生
を
防
止
又
は
抑
制
す
る
措
置
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二

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
に
対
応
す
る
た
め
の
十
分
な
通
信
容
量
を
有
す
る
電
気
通
信
回
線

設
備
（
電
気
通
信
役
務
に
係
る
情
報
の
管
理
、
電
気
通
信
役
務
の
制
御
又
は
端
末
設
備
等
の
認
証
を
行
う
た
め

の
電
気
通
信
設
備
を
含
む
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置

２

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
は
、
移
動
端
末
設
備
に
由
来
す
る
制
御
信
号
の
増
加
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
提

供
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

制
御
信
号
の
増
加
に
よ
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
負
荷
を
軽
減
さ
せ
る
措
置

二

制
御
信
号
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
の
十
分
な
通
信
容
量
を
有
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
設
置

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
、
第
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
ロ
中
「
イ
」
の
下
に
「
及
び
ロ
」
を
加
え
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
及
び
制
御
信
号
の
増
加
の
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


